
「運用商品登録連絡票（D03064）」

大和証券株式会社　御中

本プランの採用商品の表示順及び売却順は下記の通りです。

D03064⑥1510

部署名

依頼者名

加入者等が損害保険会社の「積立傷害保険」を選択した場合、その商品の特性のため、必要な範囲で加入者等
の氏名、生年月日、住所等の個人情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものも含みます。）が、取扱いの商品販売会社に対して提供されることがあります。

連絡先電話番号

商品販社名 売却順

適用日

（登録印）

役職名 部長

商品名

20××/4/1○○○○・ＤＣプラン

乙　株式会社

人事部

確定　一郎

●●●－●●●●－●●●●

プラン名

企業名 （代表事業主）

大和証券　使用欄

D03064 運用商品登録連絡票　

20××/3/15

確定拠出年金

商品コード 表示順

 依頼年月日(西暦)

※商品売却順を適用するケース

（１）以下の項目に該当し、その額を個人別管理資産から充当する場合、その金額に達するまで、商品売却順の

上位のものから売却します。

①事業主掛金及び加入者掛金の返戻が生じたときに返戻に充てる額

②国税滞納処分（その例による処分を含む。）により、老齢給付金若しくは死亡一時金を受ける権利を差し

押さえられた場合において、差し押さえられた額

③運営管理業務に係る事務費のうち、個人別管理資産から充当する額

④資産管理契約に係る事務費のうち、個人別管理資産から充当する額

⑤消費税、特別法人税等のうち、個人別管理資産から充当する額

（２）上記（１）において、運用の方法に係る資産の売却の結果、これを超える額があったときは、加入者等が

事業主掛金 の運用の指図を行っている場合は、事業主掛金の運用の指図に従って運用を行い、加入者

等が事業主掛金の運用の指図を行っていない場合は、運用の指図が行われていない個人別管理資産と

して扱われます。

企業

登録印


